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松
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君
提
出
羽
田
空
港
増
便
計
画
に
伴
う
新
飛
行
ル
ー
ト
間
近
に
位
置
す
る
上
皇
陛
下
仙
洞
仮
御
所
の
諸
対

策
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
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衆
議
院
議
員
松
原
仁
君
提
出
羽
田
空
港
増
便
計
画
に
伴
う
新
飛
行
ル
ー
ト
間
近
に
位
置
す
る
上
皇
陛
下
仙
洞
仮
御
所
の

諸
対
策
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
上
皇
・
上
皇
后
両
陛
下
の
仮
住
ま
い
の
期
間
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
上

皇
上
皇
后
両
陛
下
の
吹
上
仙
洞
御
所
か
ら
の
御
移
転
の
時
期
等
は
未
定
で
あ
る
。

一
の
�
に
つ
い
て

東
京
国
際
空
港
（
以
下
「
羽
田
空
港
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
新
た
な
飛
行
経
路
案
（
以
下
「
新
経
路
案
」
と
い
う
。
）

の
内
容
に
つ
い
て
は
、
既
に
国
土
交
通
省
か
ら
宮
内
庁
に
対
し
て
説
明
を
行
っ
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
仙
洞
仮
御
所
の
真
上
付
近
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
御
指
摘
の
「
仙
洞
仮

御
所
」
が
高
輪
皇
族
邸
を
指
す
と
す
れ
ば
、
新
経
路
案
の
う
ち
羽
田
空
港
の
Ｃ
滑
走
路
へ
着
陸
す
る
飛
行
経
路
に
お
い
て
、

航
空
機
は
、
最
も
当
該
飛
行
経
路
に
近
い
同
皇
族
邸
の
敷
地
の
中
の
地
点
か
ら
西
へ
約
百
二
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点
を
、
約
四

百
五
十
メ
ー
ト
ル
か
ら
約
六
百
メ
ー
ト
ル
程
度
の
高
度
で
飛
行
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
。

一



ま
た
、
お
尋
ね
の
「
国
土
交
通
省
の
資
料
「
羽
田
空
港
の
こ
れ
か
ら
」
に
代
表
的
に
引
用
さ
れ
る
ボ
ー
イ
ン
グ
社
製
の
大

型
機
、
中
型
機
、
小
型
機
」
が
当
該
高
度
で
飛
行
し
た
場
合
の
当
該
飛
行
経
路
直
下
に
お
け
る
航
空
機
の
騒
音
レ
ベ
ル
の
最

大
値
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
七
十
三
デ
シ
ベ
ル
か
ら
七
十
六
デ
シ
ベ
ル
程
度
、
六
十
九
デ
シ
ベ
ル
か
ら
七
十
四
デ
シ
ベ
ル
程
度
及

び
六
十
八
デ
シ
ベ
ル
か
ら
七
十
一
デ
シ
ベ
ル
程
度
と
想
定
し
て
い
る
。

な
お
、
こ
れ
ら
の
値
は
、
実
際
の
航
空
機
の
運
航
時
に
お
け
る
、
そ
の
重
量
等
の
運
航
条
件
や
風
向
等
の
気
象
条
件
に
よ

っ
て
変
動
し
得
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
一
般
に
、
屋
内
で
は
航
空
機
の
騒
音
レ
ベ
ル
は
小
さ
く
な
る
が
、
そ
の
程
度
に
つ
い
て
は
、
建
造
物
の
材
質
及
び

構
造
等
に
よ
り
異
な
る
た
め
、
御
指
摘
の
「
�
で
想
定
さ
れ
る
騒
音
」
に
つ
い
て
、
高
輪
皇
族
邸
の
屋
内
で
の
騒
音
レ
ベ
ル

を
一
概
に
お
示
し
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

一
般
に
、
航
空
機
か
ら
の
落
下
物
が
発
生
し
た
場
合
の
落
下
地
点
は
、
当
該
落
下
物
の
形
状
及
び
重
量
並
び
に
当
該
落
下

物
が
発
生
し
た
際
の
天
候
等
の
様
々
な
要
因
に
よ
り
定
ま
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
お
尋
ね
の
「
可
能
性
」
を
お
示
し
す
る
こ

と
は
困
難
で
あ
る
。

二



ま
た
、
お
尋
ね
の
「
「
仙
洞
仮
御
所
」
敷
地
内
を
含
め
た
両
陛
下
の
近
隣
へ
の
お
出
か
け
の
際
を
想
定
し
た
、
航
空
機
か

ら
の
落
下
物
対
策
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
政
府
と
し
て
は
、
先
の
答

弁
書
（
平
成
三
十
一
年
二
月
十
九
日
内
閣
衆
質
一
九
八
第
二
九
号
）
三
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
航
空
機
か
ら
の

落
下
物
対
策
に
万
全
を
尽
く
し
て
ま
い
り
た
い
。

三


